
 

 

 

上三川町人事行政の運営の状況 
 

 

住民の皆さまに町職員の任免や勤務時間その他の勤務条件などの情報を正しく知っていただくた

め、地方公務員法第５８条の２の規定に基づき、職員の任用、給与、服務や勤務条件などの人事行政

の運営状況について公表するものです。 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

平成２９年度における職員の採用及び平成２８年度における職員の退職の状況は表１のとおりで

す。職員数の状況は表２のとおりです。 

 

【表１】採用及び退職の状況 

 採用者数 退  職  者  数 

新規採用 再任用 定年退職 早期退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 失 職 死亡退職 

一般行政職 11人 1人 3人 1人 3人 0人 0人 0人 0人 

技能労務職 0人 0人 4人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

   ※新規採用には、教育指導主事を含みます。 

 

【表２】職員数の状況 

              区分 

部門 

職 員 数 対前年度増減数 

27年度 28年度 29年度 27年度 28年度 29年度 

一般行政部門 議会 3人 3人 3人    

総務企画 47人 46人 48人 -1 -1 2 

税務 16人 16人 16人    

民生 31人 33人 32人  2 -1 

衛生 25人 23人 24人 -2 -2 1 

農林水産 15人 15人 16人   1 

商工観光 2人 2人 2人    

土木 18人 22人 22人 1 4  

小 計 157人 160人 163人 -2 3 3 

特別行政部門 教育 34人 30人 27人 -1 -4 -3 

公営企業等会計部門 上水道 6人 6人 6人    

下水道 6人 6人 6人 -1   

国保等 13人 12人 13人  -1 1 

小 計 25人 24人 25人 -1 -1 1 

合   計 216人 214人 215人 -4 -2 1 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

 人事評価制度は、職員一人ひとりの勤務実績や能力について公正かつ客観的に評価し、職員の資質・

能力及び意欲の向上を図ることを目的としています。 

本町では、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を評価する「能力評価」と、職員がそ

の職務を遂行するに当たり設定した業務目標の達成度を評価する「業績評価」を行い、評価結果を翌

年度の昇給や勤勉手当に反映することとなっています。



 

 

 
３ 職員の給与に関すること 

 職員の給与に関する状況は、表３から表９のとおりです。 

 

 【表３】人件費の状況（平成 28年度一般会計、決算） 

住民基本台帳人口 

(H29年 3月末現在) 

歳出総額 

（Ａ） 
実質収支 

人件費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ/Ａ） 

前年度の 

人件費率 

31,389 人 10,872,302 千円 314,075 千円 1,640,453 千円 15.1％ 14.9 ％ 

    ※人件費には、町長、副町長等の特別職に支給される給与、報酬等を含みます。 

 

 【表４】職員給与費の状況（平成 29年度一般会計予算） 

職員数 

（Ａ） 

給与費 1人当たり給与費 

（Ｂ／Ａ） 

前年度の 

1人当たり給与費 給  料 職員手当 期末勤勉 計 （Ｂ） 

195 人 662,631千円 94,604千円 249,823千円 1,007,058千円 5,164千円 5,247千円 

 

【表５】職員の平均給料月額及び平均年齢状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区  分 
一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

町職員 282,519 円 37.9 歳 307,693 円 54.6 歳 

 

【表６】職員の初任給及び経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区  分 初任給 経験年数 10～14年 経験年数 15～19年 経験年数 20～24年 

一般行政職 
大学卒 167,600 円 257,989 円 323,014 円 366,045 円 

高校卒 146,100 円 ―  円 ― 円 345,500 円 

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。 

採用前に民間企業等の経歴がある場合は、その期間が前歴換算され採用後の年数に加えられます。 

 

【表７】職員の期末・勤勉手当及び退職手当の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

 上三川町 国 

期

末

勤

勉

手

当 

区   分 
期末手当 

(月分) 

勤勉手当 

（月分） 

計 

（月分） 

期末手当 

(月分) 

勤勉手当 

（月分） 

計 

（月分） 

６月期 1.225 0.850 2.075 1.225 0.850 2.075 

１２月期 1.375 0.850 2.225 1.375 0.850 2.225 

計 2.60 1.70 4.30 2.60 1.70 4.30 

役職段階別加算措置 有 有 

退

職

手

当 

区   分 
自己都合退職 

（月分） 

勧奨・定年退職 

（月分） 

自己都合退職 

（月分） 

勧奨・定年退職 

（月分） 

支

給

率 

勤続２０年 20.445 25.55625 20.445 25.55625 

勤続２５年 29.145 34.5825 29.145 34.5825 

勤続３０年 36.105 42.4125 36.105 42.4125 

最高限度 49.59 49.59 49.59 49.59 

 

【表８】その他の職員手当の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区   分 内          容 

扶養手当 
配偶者：10,000円 

扶養親族（配偶者を除く）：1人当り 8,000円 

住居手当 借家の場合：27,000円を限度に支給（家賃 12,000円以下は支給なし） 

通勤手当 通勤距離が 2km以上の場合に限る 



 

 

 
 交通機関利用：月額 55,000円を限度に支給 

 自家用車等を利用した場合：距離に応じ 2,000円～31,600円を支給 

管理職手当 
管理又は監督の地位にある職員に支給 

課長：54,300円 主幹：38,900円 課長補佐・所長：34,600円 

時間外手当 
平成 28年度 

（一般会計) 

支給総額 31,988,902円 

職員１人当りの支給月額 16,661円 

特殊勤務手当 
以下の業務に従事した場合に限り支給する 

伝染病防疫作業       作業 1日  600円 （平成 28年度該当なし） 

管理職員特別勤務手当 

週休日等及び平日深夜に災害対応等で臨時又は緊急の勤務をした管理職員に支給 

週休日等の場合  課長：8,000円 主幹：7,000円 課長補佐・所長：6,000円 

 平日深夜の場合  課長：6,000円 主幹：5,000円 課長補佐・所長：4,000円 

 

【表９】特別職の報酬等の状況（平成 29年 4月 1日現在） 

区 分 町 長 副町長 議 長 副議長 議 員 

報酬等月額 780,000円 620,000円 350,000円 280,000円 255,000円 

期末手当 3.25月分（平成 28年度支給割合） 

 

   

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること 

(1) 職員勤務時間及び週休日は表１０のとおりです。ただし、保育所等の本庁以外の勤務場所に

ついては、これと異なる勤務形態の場合があります。 

 【表１０】勤務時間の状況 

１週間の 

勤務時間 

勤  務  時  間  の  割  振  り 

始業時間 終業時間 休憩時間 週休日 

38時間 45分 8:30 17:15 12:00～13:00 土曜日及び日曜日 

 

(2) 職員が取得することができる休暇等の主なものは表１１のとおりです。なお、職員の年次有

給休暇の取得状況は表１２のとおりです。 

 【表１１】休暇等 

区   分 内          容 

年次有給休暇 一年度ごとに 20日とし、20日を超えない範囲内で残日数を繰り越すことができる 

病気休暇 負傷又は疾病のため療養を要する場合、最小限必要と認められる期間 

特別休暇 

（主なもの） 

夏季休暇 ：6日 

分べん休暇：出産予定日の 6 週間前の日から出産の日まで及び出産した日の翌日から 8週間

を経過する日までの期間 

親族の死亡：配偶者及び父母＝7日 子＝5日 祖父母＝3日 その他＝1日 

介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障

がある者の介護を行う場合、連続する 6月以下で必要な期間 

育児休業 子が 3歳に達する日までの期間 

 

【表１２】年次有給休暇の状況（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日、町長部局の一般職員） 

総付与日数 総取得日数 全期間在職職員数 1人当り平均取得日数 

5,714 日  1,516.8日 152 人 10.0 日 

 



 

 

 
５ 職員の分限及び懲戒処分に関すること 

分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対してなされる処分であり、制裁的意味合いはあり

ません。一方、懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図る制裁的処

分です。分限及び懲戒処分の具体的内容は表１３のとおりです。昨年度は、分限処分及び懲戒処分を

受けた職員は下記のとおりです。 

 

【表１３】分限及び懲戒処分者数（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

分限処分 

処分の種類 

処分理由 
免職 休職 降任 降給 合計 

勤務成績が良くない場合 0 0 0 0 0 

心身の故障の場合 0 2 0 0 2 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0 

廃職又は過員を生じた場合 0 0 0 0 0 

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0 

懲戒処分 

処分の種類 

処分理由 
免職 停職 減給 戒告 合計 

法令に違反した場合 0 0 0 0 0 

職務上の義務に違反した場合 0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行があった場合 
0 0 0 0 0 

 

６ 職員の服務に関すること 

すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力

で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員にはさまざまな義務

が課せられています。特に信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限や争議行為等の

禁止規定に違反した場合は、懲戒処分の対象となります。 

 

７ 職員の退職管理の状況 

 平成２８年４月１日に地方公務員法の一部を改正する法律が施行され、地方公共団体は、退職管理

の適正を確保するための所要の措置を講ずることとさせています。 

 平成２９年３月３１日に退職した職員の再就職状況については、次のとおりです。 

  

【表１４】退職管理の状況 

退職者数 再就職届出対象者数 

11人 0人 

 

８ 職員の研修に関すること 

職員の研修に関する状況は、表１５のとおりです。 

【表１５】職員研修の状況 

研 修 区 分 受講者数 研  修  内  容  等 

ブロック研修 56 人 新採用職員研修、中堅職員研修、管理者研修等 

研修所研修 24 人 法務基礎養成講座、行政法講座、民法講座等 

自主研修 10 人 自衛隊体験入隊研修 

その他の研修 1 人 市町村アカデミー 

合  計 91 人  

   ※ 受講者数については延べ人数となります。（複数の研修を受講した職員については、各々の研修受講者としてカウント。） 



 

 

 
９ 職員の福利厚生及び利益の保護に関すること 

(1) 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する計画を立て、実施しなければなり

ません。現在本町職員に対して適用されている共済制度は、これに基づき定められた地方公務

員共済組合法によって栃木県市町村職員共済組合が制度を運用、実施しています。また、職員

健診や職員互助会への補助等を行っています。これら制度の主な内容は表１６のとおりです。 

 

【表１６】福利厚生の状況 

区   分 内          容 

共済組合 短期給付＝公務外の病気やケガの治療、出産、死亡、休業、災害時の給付 

 保健給付＝療養給付、高額療養費など 

 休業給付＝傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金など 

 災害給付＝弔慰金、災害見舞金、家族弔慰金 

長期給付＝老後の経済生活を支援するための給付 

 厚生年金＝老齢基礎年金、障害厚生年金・障害手当金、遺族厚生年金  

国民年金（基礎年金）＝老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 

 経過的職域加算額＝平成 27年 10月よりも前に組合員であった人に支給される年金 

 退職等年金給付＝平成 27年 10月以降に組合員であった人に支給される年金 

福祉事業＝保健、宿泊、貯金、貸付などの各事業 

職員健診 定期健康診断（胃がん・肺がん・大腸がん検診含む） 平成 28年度 200人受診 

婦人科検診（乳がん・子宮がん検診）        平成 28年度 63人受診 

職員互助会 1.名称 上三川町職員互助会 

2.平成 28年度事業主負担状況 

負担金決算額 926,352円  会員数 218人  一人当たり負担額 6,804円 

3.事業内容 

(1)会員掛金及び事業主負担金により運営している事業 

・人間ドック補助 （1,852,704円 事業主負担率 50.0％） 

(2)会員掛金のみにより運営している事業 

・地域行事への参加 （274,792円） 

・職員クラブ活動補助                （226,000円） 

・傷病見舞金（本人及び配偶者 10,000円・その他の同居家族 5,000円） 

 （175,000円） 

・結婚祝金（30,000円） （60,000円） 

・出生祝金（10,000円） （70,000円） 

・死亡弔慰金（本人 100,000円・配偶者 50,000円・父母及び同居の子 10,000円及び生花） 

 （104,000円） 

・退会餞別金等（加入年数×6,000円） （1,576,000円） 

・永年勤続祝金（満 25年勤務した者に 20,000円） （120,000円） 

 

(2) 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、適当な措置が執られるよう要求することや、

懲戒その他意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して申し立てをすること

ができます。公平委員会とは、これらの要求や処分が適当であるか審査し、必要な場合は適正

化確保のための措置を勧告することができる独立した機関です。 

昨年度、公平委員会に対する措置要求、不利益処分に関する不服申立てはありませんでした。 


